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人大学講座大好評☆

宮田合同事務所 代表　宮田 幸泰 氏 皆さん真剣に耳を傾けていました

宮 田 幸 泰 氏宮田合同事務所　代表 （司法書士・土地家屋調査士・行政書士）
なぜ、遺言書は必要か？

　相続が起きたとき『一番悲しい出来事』は、残された相続人である妻や子供たちの間で争い
が起きることではないでしょうか？
　また、最近では資産家や複雑な家族関係の方だけでなく、ごく普通のご家族の間でも相続時
にトラブルが発生するケースが増えています。
　そこで、１月19日㈯当所２階大会議室に於いて、講師に刈谷市寿町の宮田合同事務所代表 
宮田 幸泰 氏（司法書士・土地家屋調査士・行政書士）をお迎えし24名の参加により、遺言書
の必要性や無効にならない書き方について徹底解説を戴きました。
　講座では、遺言書を書く必要性や、なぜ遺言は必要かについて具体的に示し、その後、今回
改正された相続法の概要と今後の施行スケジュールの解説、そして実際に書く場合の方法につ
いて、具体例や実際の様式の見本を示しながらわかりやすく解説をして頂きました。
　また、公正証書遺言・自筆証書遺言に加えて2020年から可能となる法務局保管の自筆証書
遺言についてそれぞれの違いと特徴を解説して頂きました。
　参加者からは、「大変勉強になった。少しずつ準備していきたい」「資料もわかりやすく作ら
れており見直しがしやすそう」など、多数の方が大変参考になったと感想を頂き、大好評の講
座となりました。
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